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「三田学会雑誌」114巻 1号（2021年 4月）

エンゲルスの国家理論と日本古代史学

岩永省三 ∗

Engels’ Theory of State Formation
and the Ancient History of Japan

Shozo Iwanaga ∗

Abstract: Engels presented two distinct and independent theories of state formation in
Anti-Dühring and in The Origin of the Family, Private Property, and the State. The latter of
the two models seems more appropriate. Although Engels did not mention East Asia in his
works, the state formation of Japan can also be explained through the latter theory as changes
of structures of kinship and state formation were deeply connected in this region. In addition
to the comprehensive issues related to state formation, this article also examines conceptual
aspects such as factors influencing the formation of social structures, and probes whether kinship
frameworks of prestate societies function as influencing factors.
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小稿は，慶應義塾経済学会エンゲルス生誕 200周年記念コンファレンス『マルクス主義におけるエン
ゲルスの貢献』（2020年 11月 28日）に際して，「日本古代史学におけるエンゲルス『起源』」と題し
て発表した内容に追補を行ったものである。発表の機会を与えていただいた大西広教授，シンポジウ
ムで司会いただいた北村洋基名誉教授に深甚の謝意を表します。
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A 古典学説における対立する国家形成論

国家形成過程を論じた古典的著作には，『反デューリング論』（Engels 1878（粟田訳 1966））と『家

族・私有財産・国家の起源』（Engels 1891（戸原訳 1965）。以下『起源』と略す。）がある。両者ともに

古い著作ではあるが，理論としては今日でも有効性を失ってはいない。注意すべきは，両者の国家

形成の捉え方に基本的な差異が認められる点である（熊野 1976）。

『反デューリング論』では，「氏族制度」残存のままの国家形成を考え，氏族制度の共同職務執行機

構（今日風に言えば部族社会ないし首長制の政治組織）の国家機構への直接的転化を認める。そして，

国家が階級分裂以前に社会の共同利益を守り外敵を防禦するための機構として発生し（第一段階の国

家），階級分裂以後の第二段階には階級抑圧機能をも兼ねるようになったと考える。

それに対して，『起源』では，氏族組織の破壊を前提として国家形成を考える。階級分裂前はもち

ろん階級分裂後であっても，社会全体が階級的原理によって組織されるようになる以前の共同職務

執行機構は「未開上段」の「氏族制度の機関」であって，それがそのまま国家機構に転化するのでは

なく，その外部にそれと並行してかつ対立して形成される新しい権力を国家と考えるに至った。こ

の場合，氏族制度の機構に国家機構のルーツを辿ることができないわけである。

エンゲルスが『起源』において『反デューリング論』を批判的に克服したのであるから，マルク

ス・エンゲルスの国家形成論としては『起源』のほうが完成形態だとして高く評価する意見もある

（熊野 1976，鬼頭 1976・1979）。しかしエンゲルスが，1888年の『フォイエルバッハ論』や 1891年

の「マルクス『フランスにおける内乱』序文」などに『反デューリング論』と類似した説明をして

いることから，晩年に『反デューリング論』に逆戻りした可能性があり，分裂した 2系統の説明の

混在による理論的欠陥（大藪 1978）とも言われている。
（1）

また理論の理解として，『反デューリング論』と『家族・私有財産・国家の起源』に相違を認めな

い立場もある。たとえば，吉田晶氏は，国家の本質規定と基本的属性については『起源』を用い，氏

族制度の破壊を国家成立の決定的指標としている一方で，東洋的専制国家の内容については，『諸形

態』『資本論』『反デューリング論』をほぼそのまま受け入れている。そこで，『起源』と『反デュー

リング論』との折り合いをつけるために，後者を前者に引き付けて解釈した。つまり『反デューリ

ング論』において東洋的専制主義を形容する「粗野な国家形態」を前段階の社会・制度の克服の不

徹底＝氏族機関の根強い残存の意味に解し，『反デューリング論』においても，東洋的専制主義の成

立にあたって，不徹底には終わったものの氏族機構の克服が前提とされていると解釈した（吉田晶

（1）『起源』を高く評価する熊野聰氏は，『フォイエルバッハ論』と『反デューリング論』との差異を強
調するが（熊野 1976），「マルクス『フランスにおける内乱』序文」や 1890年 10月 27日「シュミッ
トへの手紙」については『反デューリング論』への逆戻りと言えないこともない（岩永 1991）。
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1970・1973）。さらに，『反デューリング論』と『起源』はそもそも別次元のもので互いに断絶的に解

釈されるべきものではないという立場もある（原 1975）。この問題についての私見は次節で述べる。

B 東アジアにおける国家機構の成立

（ i） エンゲルスの宿題

日本を含めた東アジアにおける国家形成を考える場合の理論的問題は，『起源』がアジア地域を

扱っておらず，アジアの国家形成が宿題にされてしまったことである。これについては，完全に無

視しているという否定的評価（大塚 1955），資料も研究も不十分で理論的にもすっきりしないので，

インディアン氏族に代表させる形であえて省略したとする説（徳本 1974），ナロードニキの見解との

関連で故意に避けたとする説（塩沢 1970），具体的に十分把握していなかったし国家論の原則的定立

には重要な位置を占めないので省略したとする説（鬼頭 1979），などがある。

いずれにせよ，『起源』の考え方がそのままアジアにも通用するのか否かが重大である。その場合

に問題となるのが，より古い著作である『反デューリング論』で触れている「東洋的専制主義」成立

の基礎である。『反デューリング論』では，支配＝隷属関係発生の二つの道のうちの「第一の道」に

おいて，社会的機能の独自化＝公共的機能を遂行する人々の支配階級への漸次的転化を語り，それ

によって成立した共同職務執行機構を国家とみなしている。そして「古い共同体」
（2）

が分解しなかっ

た所では，この共同職務執行機構がそのまま生き残り「東洋的専制主義」が成立し，分解した所で

は奴隷制形成へ向けての「第二の道」が進行するとされている。

この『反デューリング論』における支配と隷属関係発生の「二つの道」と『起源』の国家形成論と

の関係については，「第一の道」が『起源』の国家論部で姿を消しているとの理解が一般的なようだ

が（徳本 1974，大藪 1978），これは「第一の道」をアジアに典型的な道，「第二の道」をヨーロッパ

に典型的な道とする理解と，『起源』がアジアを扱っていないことを結び付けることから来る見解と

思われる。しかし，「第一の道」は「古い共同体」が分解しなかった所でも，分解した所における分

解以前の時期にも共通する道であり，実例として「ギリシャの部族長」や「ケルト人の族長」を挙

げている点からも，アジア的な現象とはされていないと見るべきであろう。したがって『起源』が

扱っていないのは，「第一の道」の延長上で，かつ「古い共同体」を基礎として国家形成した「東洋

の専制君主またはサトラップ」の場合なのであって，「第一の道」全体を省略したのではない。

この『反デューリング論』における「第一の道」の大半，すなわち「古い共同体」分解以前の「国

家」が，『起源』では氏族制度の機構に組み入れられ，国家形成以前の未開上位段階の現象とされて

（2） 熊野聰氏は「古い共同体」を土地共有共同体，および共同体成員資格と結び付いた分割地所有が存
在する共同体と理解する（熊野 1976）。
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いるのは妥当として，『起源』で主張している図式 氏族制度の共同機構が破砕されて，それとは

別に国家機構が形成される が，『起源』で扱っていない「古い共同体」が分解しない場合にも適

用できるのか，そうではなく，古い共同職務執行機構が生き残って国家機構に転化するのか，とい

うエンゲルスが明言しなかった問題が残っているわけである。

（ ii） 日本の学界での動向

日本古代史学界では，国家の本質規定と基本的属性について『起源』を尊重しつつも，国家形成

論については，『起源』ではなく『反デューリング論』に拠る論者が多かった。すなわち氏族制度が

完全には破壊されずに，公共職務執行機構が，なしくずしに国家機構に移行するという図式である。

たとえば，中村哲氏は，前近代アジア最初の敵対的生産様式として「国家的奴隷制＝専制国家」を措

定したが，氏によるその成立プロセスの説明は，共同体の共同利益のための機構の肥大化・独自化

による早熟的な国家への転化というものであり，典拠は明示されていないが，『反デューリング論』

における「第一の道」そのものである（中村 1976）。また鬼頭清明氏は「アジア的社会」における階

級関係に基づく権力の生成について，原秀三郎氏は「東洋的専制主義」の成立について，「第一の道」

すなわち氏族機構の国家機構への直接的転化が基本的コースになると考えた（鬼頭 1976，原 1974b・

1975）。

氏族機構と国家機構との関係（連続か断絶か）の問題を意識的に取り上げる論者もいる。吉田晶氏

は『反デューリング論』においても，東洋的専制主義の成立にあたって，不徹底（根強い残存）には

終わったものの氏族機構の克服が前提とされていると解釈し（前述），『起源』で述べるドイツ人の

国家形成にあたっての「氏族機構の国家機構への転化」が，氏族機構が形式的に残存しつつも実施

的に階級支配機構としての役割を担った実例で，東洋的専制主義の発生を考えるうえで重要だと示

唆した（吉田晶 1970・1973）。ただし『起源』第 8章に「氏族制度の諸機構は国家機構に転化せざる

をえなかった」と書いてあるものの，第 8章の論理は『反デューリング論』の「第一の道」と異な

り，吉田氏が理解するような形式残存 本質転化ではなく，あくまで（政治制度としては）氏族制度

の爆破による国家形成であるから，東洋的専制主義の成立をドイツ人の場合と同様に捉えられるか

どうかは別個に検討を要する。

今日の日本古代史学界においては，石母田正氏の在地首長制論（石母田 1971b）の影響を何らかの

形で受けた形の首長制論が主流になっているが，ここでも，首長制段階の政治組織と国家機構との

関係（連続か断絶か）は依然として解明されるべき問題として残るのである。石母田氏の力点は，在

地首長層の権力および基礎的生産関係が国家成立時にその下部構造に直接的に転化する側面を重視

したものであり，『反デューリング論』の「第一の道」の延長による専制国家形成論である。支配者

層の結集に関しても，一般民戸内部の階層分解の進行，「家父長制的家族共同体」の成立，戸による

「園地・宅地の私有と田地の世襲的占有」の開始後に，首長層がそれとの対抗関係において私地（田
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荘）・部曲の所有を発達させ，あらたに同族的擬制を伴った階層秩序を形成し，彼らの一部が中央権

力との関係において領域支配を発展させ，「国家権力の端緒」としての「機関」＝国造制を生み出す

というものであり，直接的移行を考えている。問題は，個別の在地首長の領域支配がそれぞれ「機

関」と化すという理解にあると思われるが，国家の中枢に成立する機構・組織が，それに先行する

「王民制」，伴造制，「人」制，部民制など人民の族制的，身分的把握に基づく組織原理の否定のもと

に成立することは，石母田氏自身のもっとも力説するところであるから，首長制段階の政治組織と

国家機構との断絶を自明とした『起源』的国家形成論の面も持つ。

他方，今日の日本の考古学界においては，新進化主義的首長制論が盛んとなりつつあるが，そこ

では，国家と首長制とは，公権力を独占する政府，法的力による官僚支配，明確な社会経済的・政治

的クラス，などの存否といった指標で区別されている（サーヴィス 1971（松園訳 1979））。それらは

エンゲルスが『起源』で掲げる国家の指標と一部では重複するものの，首長制と国家の決定的な差

異の指標は，合法的な力を含む特殊な機構による統合，力を行使する方法と条件の明確さ，すなわ

ち機構と法の存否である。国家の成立の問題が制度の創設の問題に解消される傾向があるとともに，

国家段階の統治組織・官僚機構・軍隊の組織原理や人民の編成原理，社会組織が，首長制段階の親族

組織に基盤を置いたものと決定的に異なるのかどうか，前者と後者との関係，前者がいかにして成

立するのか，あるいは統治組織・官僚機構・軍隊を支える社会的分業の見地の有無は明示的でない。

（ iii） 国家形成の主要 3形態

さて，『起源』では「氏族制度の廃墟のうえに国家がおこってくる三つの主要形態」としてアテナ

イ・ローマ・ドイツ人の場合が挙げられている。アテナイがもっとも純粋で，氏族社会そのものの

内部で発展する階級対立から国家が発生する。ローマでは，征服した地域に住み古いローマ氏族の

外部にいる無権利・有義務の多数の平民（プレブス）と，古いローマ市民（ポプルス）との闘争によ

り，氏族制度が破砕されることで新しい国家制度が設けられる。
（3）

ドイツ人の場合，広大な外部領域

を征服したため，被支配者を氏族制度によっては支配できず，「氏族制度の諸機関は，国家機関に転

化せざるをえなかった」
（4）
。ローマ人とドイツ人の場合では，征服により氏族外部の人間を多数社会の

中に抱え込んだことが国家形成の契機となっており，アテナイの場合と異なるように見える。この

部分を根拠に征服国家論が成立すると見ると，社会の内部矛盾から国家形成を説明する『起源』の

国家形成論の基本とは理論的不整合と見る説（徳本 1974）や，ドイツ人の国家形成時における「氏

族機関の国家機関への転化」が東洋的専制主義発生の理解に重要とする説（吉田晶 1970・1973）が出

てくる。しかし『起源』9章前半の国家形成論を念頭に置けば，国家形成の主要 3形態は本質的に

同一の過程，すなわち一つの社会が相容れない利害を持った人間集団から構成されるに至ることが

国家形成の原因とされていると見るべきである。では主要 3形態相互の論理的連関をどう捉えるべ

きであろうか。鬼頭清明氏は「内在的契機（氏族社会内部の）と外在的契機の両極性の軸の上に相互
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に位置づけられている」と解したが（鬼頭 1976），鬼頭氏が一貫して追求する「外在的契機」は「氏

族社会をとりかこむ国際的諸条件」であり，それが「内在的契機」そのものに与えた促進要因的影

響力のことであるから，ドイツ人のような征服による国家形成を「外在的契機」によるものと捉え

るのは妥当ではない。征服した結果国家を形成せざるを得なくなるなら，それは氏族社会を超えた

拡大社会にとっての内在的契機によると捉えるべきである。したがって，主要 3形態相互の論理的

連関は，社会が氏族制度の枠を超えて取り込んでしまった集団や領域の規模の大小や構成の差によ

る，氏族制度の破砕のされ方の差によって配列されているとみなすべきである。

そしてこの観点が，結論的には，日本を含めた東アジアの国家形成を考えるうえでもきわめて重要

である。日本でエンゲルスが掲げた四つの指標を完備した古代国家が完成するのは 7世紀末～8世

紀初頭である。私はそれに先行して，徳本正彦氏が概念化した前国家段階（徳本 1975）の存在を認

め（後述 D参照），その開始を 5世紀後半以降と考えるが，この時期から 7世紀にかけて，空間的規

模が近畿地方程度であれ，西日本程度であれ，地域的統合がなされて中央に国家機構が形成されて

いく場合，その統合体の中には多数の部族や首長制社会を含み込むことになる。一つの部族や首長

制社会を超える広域に渡って形成された統合体の中央レベル・非中央レベルを分けて考えると，中

央レベルにおいては，あらたに形成される統合的国家機構は，それ以前の個別首長制単位の政治組

（3） ここでのエンゲルスの「ポプルス」は，SPQR（Senatus Populusque Romanus＝元老院とローマ
の人民。ローマ国家の主権者を示す定型句で，公共建築や軍旗に刻まれた。演説の冒頭挨拶にも使わ
れた。）のポプルスに当たり，元老院議員を輩出できる家柄を含むローマ市民である。他方，共和政期
のローマ社会では，パトリキ（名門・伝統的貴族）とプレブス（平民，中小農民など）の身分闘争を
軸に政治が語られる。したがってエンゲルスは，パトリキ的意味で「ポプルス」を用いていると見ら
れる。ただし通常のプレブスは，パトリキと対立しつつもローマ市民であるが，エンゲルスは「プレ
ブス」を，征服した地域に住み，古いローマ氏族・クリア・部族の外部にあり，公権から排除された
「権利なしの義務を負う多数の平民」と述べているから，ローマ市民内の平民のみならず，何らかの権
利を有する植民市・「同盟者」の民も含めたより広い意味で用いていると考えられる。
エンゲルスは，プレブスの勝利が「古い血族制度を破壊して，その廃墟の上に国家を樹立する」と

し，設立された新制度として，財産による 6階級区分，それに基づく新民会 comitia centuriata「兵
員会」の創設，4地縁部族の創設を挙げ，「こうして，ローマでも，すでにいわゆる王政の廃止以前に，
人的な血の紐帯にもとづく古い社会秩序が破砕されて，そのかわりに，領域の区分と財産の差異とに
基礎を置く新しい真の国家制度が設けられていた。」とまとめる。「兵員会」ではパトリキとプレブス
の身分差は無視され，騎兵となるパトリキに加え，重装歩兵となる中以上の富裕なプレブスは，投票・
政策決定上，軽歩兵・プロレタリイに対し圧倒的に有利となった（村川・秀村 1974）。
なおエンゲルスが，「やがて氏族貴族層もプレブスもともに国家のうちに完全に溶け込んでしまう」

と述べるのは，前 445年にパトリキ・プレブス間の通婚が認められ身分的融合が進んだこと，前 5世
紀後半頃に軍の主力が騎兵から重装歩兵に変化し領土拡張戦で消耗しなかったパトリキと経済力を伸
ばしたプレブスがノビレスという新貴族階層を形成したこと，コンスルやケンソル（戸口監察官）と
いう国家の重要な職がプレブスに開放されるようになること，プレブスも護民官・平民会を持ち，ホ
ルテンシウス法により平民会の決議が国法と認められるようになること（村川・秀村 1974）を指すの
であろう。

（4） ゲルマンの国家形成については，岩永（2007）で詳述した。
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織がそのまま転化したものではありえず，その外部に新たに形成された権力となるのは当然であろ

う。したがって，『起源』と『反デューリング論』とが齟齬していた共同職務執行機構の存続・非存

続の問題については，『起源』の国家形成論のほうが貫徹すると考えざるを得ない。しかし，国家機

構の末端に組み込まれた非中央レベルの在地社会においては，在来の政治組織がある時期まで温存

された可能性は強く，石母田正の首長制論（石母田 1971b）はまさにそこに着目するものであった。

つまり，『反デューリング論』的権力形成が『起源』的国家形成と排他的関係にあるのではなく，二

重の関係として進行したと見るべきである。もちろん個々の在地首長制社会は，それぞれ別個の国

家となったのではなく，在来の政治組織がそのまま国家機関に転化したと言えるわけではないから，

権力形成ではなく国家機構形成については，『反デューリング論』には，やはり無理があると考えざ

るを得ない。

そして，『起源』と『反デューリング論』とが齟齬していた二つ目の問題，すなわち共同体＝氏族

組織の分解・非分解の問題についても，やはり広域統合体の中央レベル・非中央レベルを分けて考

える必要があり，排他的関係にあるのではなく，二重の関係として進行したと見るべきである。前

者においては，二次的（擬制的）組織への改変を経過した分解への動向が先行し，後者では根強い

残存もありうるという見通しが得られる。

以上の観点から，日本の国家形成を考える場合の問題点は，首長制・国造制・部民制・ウヂなど

律令制成立以前の支配機構に関わる議論である。律令国家の領域支配の基本は何であり，またその

前身が大化前代あるいはさらに古い段階のいかなる政治組織の継承であるのか。こうした議論は皆，

人民の領域的編成・官僚制・常備軍・徴税組織などの国家機構がいかに出現したかに関わっている。

C 親族構造変動と国家形成

次の理論的問題は，国家形成と社会組織の変動との関係についての『起源』モデルの有効性であ

る。ここで言う『起源』モデルとは，婚姻制度，経済的単位としての社会集団の形態，出自規則な

ど社会組織の発展段階における大きな画期と，政治組織のそれとが基本的に対応するというモデル

である。具体的には，集団婚・対偶婚から単婚へ，氏族から家族へ，母系制から父系制へ，無階級

社会から階級社会へ，氏族制度から国家へ，未開から文明へ，という変化が基本的に対応し相互に

不可分と見る。もちろん今日では，集団婚の存在は否定され，母系制から父系制への移行も法則的

普遍論としては否定されている。しかし，そうした明らかな誤りを除いた核心部分 家族・共同

体・国家・社会構成体の大きな変動が相互に連動する までもが無効となったかどうかは別個に

検討を要する。

日本の国家形成期における社会組織と政治組織の対応関係の有無に関する学説を概観しておく。

1A・1B・2の 3類に整理する。

57



pLATEX2ε: 04˙iwanaga : 2021/6/9(8:33)

1A，対応関係があると見るうえ，国家形成時期を 3世紀頃と早く考える。弥生時代を無階級社会

ないし階級社会への移行期，古墳時代を確固たる階級社会・国家段階と見る。考古学界では主流の

説であり，古くは小林行雄氏（小林 1952），1972年以前の近藤義郎氏（近藤 1960・1968），都出比呂

志氏（都出 1970）らが大枠をつくり，同様の説は枚挙に暇がない。
（5）

1B，対応関係があると見るうえ，国家形成の時期を前方後円墳の消滅後，すなわち 6～7世紀頃

と遅く考える。1972年に近藤義郎氏・今井尭氏が概要を示し（近藤・今井 1972），1977年以降に近

藤氏が本格的に展開した説であり（近藤 1977a・1977b・1983），岩崎卓也氏（岩崎 1990）・白石太一

郎氏（白石 1999）をはじめ同様な考え方を採る研究者が増えている。

1A・1B合わせて考古学界で対応を考える説が多いのは，是非はともかく，『起源』モデルそのも

の，あるいは『起源』に準拠した 1960年代までの文献史学界の研究成果に依拠するところが多く，

1970年代以降の文献史学界の動向を考古学者がフォローする姿勢を見せなかったことに起因するの

であろう。

2，対応関係がないと見る説は，1970年代以降の文献史学界で一般的であり，一様に国家形成を

7世紀後半～8世紀初頭と遅く見る。社会組織と政治組織の対応関係を基本的に認めておらず，未

開な社会の上に早熟的に古代国家が形成されるという「早熟国家形成論」の立場を採る。こうした

考えは，第二次大戦後の古代史学の大きな柱を形成した井上光貞氏・石母田正氏の説を基本とする

とともに，
（6）

一次的国家は文明の中心地のわずかなもののみであり，その周辺では既存の国家の何ら

かの影響のもとに新たな国家が形成されるとする「二次的」国家説（M. Fried 1967）の同類でもあ

る。
（7）

これらの説は考古学的親族構造研究との対比上重要であるため，主要な説を示しておく。

井上光貞氏は，律令国家成立に先立つ政治制度を，より原初的で氏・姓・部を基礎とする「氏族

制」，氏・姓・部・伴造・国造を構成要素とする「氏姓制度」の 2段階と捉え，それら氏族制的要素

が推古朝の国制，律令的国制に切り替えられたのちも温存される点を重視し，律令国家を「律令制

と氏族制とによる二元的国家」と規定した。7世紀後半の急迫した国際情勢に対応するために律令

制を取り入れる際に，その時点の社会的秩序に則させざるを得なかった面を重視する（井上 1971）。

石母田氏は，国際関係を古代国家成立に際しての独立的契機・要因と捉え，それが本来国家諸制

（5） 都出氏は 1972 年以後の近藤義郎氏説およびそれに影響を及ぼしたと考えられる文献史学者の説を
ターゲットとして，自説の補強を図っている（都出 1989a・1989b・1990・1991）。なお，父系に傾く
のを 5世紀後半と見る田中良之氏の説に触れて，それは九州や日本海沿岸の地域性であって畿内地域
では早いと見る（都出 1989a）ことによって，古墳時代当初から国家と認める自説との整合を図って
いる。要は田中氏が資料を得た豊前地域などが田舎で遅れているからという判断であろう。

（6） 吉田孝氏は井上・石母田両氏の視角を，世界帝国の古代文明とその周辺の未開な社会とが，国際的
「交通」によって結ばれたとき，周辺民族の支配者層が急速に開明化し，未開な基層文化を残しつつ急
速に国家を形成するという，古代帝国の周辺民族の二次的な文明化の一形態として，日本の律令国家
形成を捉えるものと要約した（吉田孝 1983）。

（7） 首長制についても同様な二次的首長制説（中林 1969）がある。
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度の成立が遅いアジア的首長制社会でのそれらの形成と王権の開明化とを促進したと捉えた。他方

で，推古朝の国制と律令国家の性質の相違や大化改新から大宝律令の制定・施行に至る政治的諸段

階の差異を克明に跡付けながらも，国家成立史の基礎にある経済的土台としての「首長制の生産関

係」は大化前代から律令制国家に至るまで本質的には不変とした（石母田 1971b）。

井上氏の「氏族制」は政治制度すなわち上部構造を指すのに対し，石母田氏の「首長制」は生産関

係＝下部構造として定義されている点で，「氏族制」と「首長制」がただちに対応するわけではない

が，前者では「氏族制」が社会組織に規制される面を伏線としており，後者でも共同体の構造（首

長の成員支配方式）を「首長制」の規定要因とする点で，ともに社会組織のあり方が政治制度や生産

関係と根強く結び付き，律令制的統治機構の導入形態を左右したと見る点で共通する。ただし井上

説・石母田説ともに社会組織が政治機構・支配機構として機能する面を重視したのに対し，その後

の日本古代史学界では，社会組織の中でも親族組織のあり方をより規定的な要因と考える説が主流

となった点で，石母田氏のマルクス主義的観点からの差異化・脱却を図った点が特筆される。
（8）

早熟国家形成論的な見方は，日本古代における家父長制家族未成立説・双系制説あるいは母系制

説を採る論者にとりわけ顕著である。煩をいとわず紹介しよう。

高群逸枝氏は，共同体所有・非家父長制家族・対偶婚・母系制・氏族制が存する未開の段階（鎌

倉以前）に古代国家が成立したために原始社会と古代社会が重複し，家族私有・家父長制家族・単

婚・父系制が成立する古代社会上に封建国家が成立したために（室町以降）古代社会と封建制社会が

重複するという（高群 1952）。

関口裕子氏は，文明社会の周辺に位置した未開社会日本において，内在的生産力の発展を上回る

大陸からの先進技術を共同体代表者たる首長層が排他的に受容し，その結果として首長層が独占的

に階級的私富を蓄積したことが原因となって，原始共同体・未開社会が存続したまま階級社会・律

令国家が国際関係により形成されたと見る。そして日本で原始共同体・未開社会が克服されたのは

院制成立期以降であるという（関口 1984）。

吉田孝氏は，経済的単位が首長制共同体（氏族制）の段階＝未開の段階で，国際的契機により，律

令制が導入され，早熟的に古代国家を形成したと見る。つまり，7世紀前後の国際的交通の中で古

代国家が先取りされて成立したと捉える（吉田孝 1983）。さらに，古代国家の成立してくる過程で氏

族制社会が，何らかの自立的機能を保ったまま古代国家に包摂されるのが，人類史的にはむしろ一

般的であって，氏族制社会の破壊の上に古代国家が成立するのは特例であるとして，『起源』に異議

を唱えた（吉田孝 1985）。

義江明子氏は，日本の律令国家の形成を，共同体の首長層により構成された族組織（ウヂ）がそ

（8） 石母田首長制論は，その後の日本古代史学の方向性を大きく規定したが，石母田説を超えることを
目指した後続世代は，石母田説の特徴だった生産関係論的側面を意識的に後退させ，石母田説で手薄
だった親族組織論と政治的上部構造論（統治技術論・儀礼論）へとシフトした。
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のまま政治組織でもあった原始的段階から，そうした族組織が整然とした国家機構に覆いかぶさる

ことによる政治支配の段階への転化として捉えた（義江 1986）。

こうした主張は，家父長制家族成立説の場合にも見られる。たとえば鬼頭清明氏は，社会的分業

が未発達で，家族形態としては，家父長的世帯共同体という中間形態しかとっていない段階で，国家

の成立を迎え，早熟的に，中国の律令体制を受容して国家的奴隷制へ突入したとする（鬼頭 1979）。

こうして見ると，家父長制家族の成立に関する見解差にかかわらず，未開な社会上に早熟に国家

が形成されると見る大枠の点では同じである。ただし早熟の度合が，立場によって差が出てくるわ

けで，母系制説・双系制説のほうが家父長制家族成立説より早熟度を強く見ることとなる。いずれ

にせよ，こうした見解を採る場合，そのような未開な社会組織を残したまま，いかにして中央集権的

な社会体制や人民の地域的編成・官僚機構・常備軍・徴税機構を形成しえたのかが問題であり，
（9）

考

古学的親族構造研究の重要性がもっとも鮮明に現れるのがその点なのである。

D 国家の前段階の社会と過渡期の扱い

（ i） 前国家段階

国家形成を論じるうえで過渡期の扱いが問題であり，三つの考え方が対立する。①国家の備える

べき属性を設定し，それがすべて揃った段階で国家と認め，それ以前をすべて原始共同体社会に含

める。②原始共同体社会とは区別しつつも，完成期と異なる国家形態を持った「国家形成期」「初期

国家」を設定し，あくまで国家に含める。③特殊な過渡期として独立させる。

ここでは徳本正彦氏の政治学的見解（徳本 1974・1975）に従い③を採る。徳本氏によると，エンゲ

ルスが依拠したモルガンの政治的発展段階説は，societas（社会的段階）＝氏族社会→ civitas（政治

的段階）＝国家の 2段階説であり，国家の成立を地縁的社会の成立，政治的社会の成立と同一視して

いる。またモルガン＝エンゲルスは，国家を政治の実存形態として，その成立を政治なき社会から

政治社会への質的転換の画期として捉えている。この 2段階論は，国家なき社会と国家が成立した

社会とを，巨視的に発展段階の相違として位置付ける限りにおいて正しく，また国家を政治的発展

の完成形態と見るという範囲においてのみ，政治的段階の巨視的位置付けとして意味を持つが，政

治の成立を捉える場合には不十分であり，政治現象の発生が国家の成立にはるかに先行し，政治の

完成形態として国家が成立するに至るまでの長い政治的発展過程を見逃し，政治社会の成立と国家

の成立とを同一視することによって，政治の成立をあいまいにし，政治概念と国家概念の混同を招

（9） 明石一紀氏は，「双方社会」上に中央集権的な社会体制・支配体制を確立するためには，「血縁原理
による強固な支配者層の結集・社会組織・秩序化」が必用であり，そのためには「支配者層における
強い父系出自観念の存在」，「政治的地位の継承に相応する父系原理を基本として，一祖の子孫によっ
て組織される血縁集団」の形成が必要と述べる（明石 1990）。

60



pLATEX2ε: 04˙iwanaga : 2021/6/9(8:33)

いていると言う。

2段階論の克服のために徳本氏は「公権力」概念を設定した。これは「社会機構員の統一秩序への

共通の意志にはじまり，特殊利害の発生につれて，それが対象化されて幻想上の共同利害に転化し

ていくもとでの，物理的強制力を背景とするところの，社会構成員の行動様式に対する統制力」で

あり，国家は「一定の地域における階級的矛盾をかかえた広域共同体を，民族的共同性を基礎とし

て実力的に統一し支配する（統治する），公権力の制度的完成形態」と定義される。

この「公権力」は原始共同体の自治組織が，共同体間の衝突や共同体内における特殊利害の発生

の過程において，物理的力を背景にした強制力装置に転化していく中で生まれるが，「公権力」の成

立がただちに国家の成立を意味するのではない。「公権力」はしばらくの間は部分的に特殊利害と対

立しつつも，全体的には社会の共同利害を反映しているが，そのもとで階層分化と階級の形成が進

むことによって，また実体としての権力構造の拡大強化と，具体的な領域の観念の成熟を経ること

によって，擬制的共同体へと転化し，制度的完成を遂げることによって国家が成立するという。こ

の特殊利害の発生から階級対立の進展を経て階級的国家権力の成立へと至る，ゆうに一時代を画す

るに足るほどの歴史的過渡期が「前国家段階」である（徳本 1975）。つまり「前国家段階」とは，政

治現象の発生が国家の成立にはるかに先行し長い発展過程を持つことを重視し，社会集団の内外に

おける特殊利害の発生と進展によって公権力が成立して以来，それを通じての統一と支配と衝突と

いう政治現象を生み出しつつ，国家として制度的に完成に至るまでの長い歴史過程を指す。

（ ii） 首長制

この前国家段階における政治組織をいかに理解するか。『起源』では「部族連合体」ないし，軍指

揮者・評議会・民会からなる軍事的民主制（英雄時代）として描いているが，ギリシャで典型的に見

られたという軍事的民主制がのちに専制国家を生み出した非西欧地域とりわけアジアでも存在した

のか。日本の場合，第二次大戦直後に存在を認める議論があったが（英雄時代論争），今日では否定

されている。マルクス主義的古典学説には軍事的民主制に代わる概念の用意はない。日本の文献史

学界では，「部族同盟」（吉田晶 1970・1973）・「部族的統一体」（鬼頭 1979・1981・1982・1985）・「軍

事王権」（原 1984）・「半国家」「族長国家」（原 1975）などが提唱されたが，いずれも対等平等な同盟

ではなく，部族間にヒエラルキーがあって専制国家の母体たりえる支配秩序が考えられている点で

ほぼ意見が一致している。

石母田氏の「首長制」概念は，前国家段階のみに該当するものではないが大きな影響を及ぼした。

「首長制」の語を用いるが新進化主義のそれではなく，第二次大戦後に日本に紹介されて衝撃を与え

たマルクスの『資本主義的生産に先行する諸形態』に登場する「総体的奴隷制」を，ポリネシア首長

制の社会人類学的知見（石母田 1967・1971a）などを加味して，首長によるアジア的共同体を通じて

の収取と支配＝「首長制の生産関係」として把握したものである。この概念は，先述した「軍事的
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民主制」，「部族同盟」，「部族的統一体」，「軍事王権」などの概念が政治的上部構造をさす概念であ

るのと異なり，大化前代および律令制国家の基礎をなす生産関係とされており，それが「原始共同

体の生産関係の必然的発展」として成立したのち，①共同体の労働が首長にたいする徭役労働に転

化し「生産関係が階級社会」に転化した段階，②社会的職務を執行し敵対利害を調整する機関とし

ての国家権力の端緒（国造制）が成立した段階，③専制国家（律令国家）が成立した段階を経過した

とされる。石母田氏の「首長制」は「総体的奴隷制」の代替概念として提唱されたが，国家の成立

前後を含む点に問題があり，③段階をも首長制に含める点に諸氏の批判が集中している（原 1973・

1974a，鬼頭 1973・1979）。③段階は首長制からはずし律令国家の成立＝新しい経済的社会構成体の

成立後に従属的生産様式（ウクラード）に変質したものと見るべきである（岩永 2002）。また石母田

氏の「首長制」は政治的上部構造でなく生産関係である点にも批判が集中し（鬼頭 1973），私もかつ

て同調したが（岩永 1991），それはむしろ有効と思われ，結果的には新進化主義の「首長制」と類似

した内容となっている。先に石母田氏の「首長制」は新進化主義のそれとは異なると書いたが，そ

れは総体的奴隷制やアジア的首長制というマルクス主義的概念の肉付けが意図された面を重視した

からである。しかし実際には石母田氏の「首長制」は，ポリネシア社会の分析を媒介に生み出され

たものであり，生産関係としての定義も首長の政治的機能を経済的機能と切り離しては理解できな

いという新進化主義者の首長制理解と近似する。さて石母田氏の首長制の 3段階のうちもっとも重

要なのが②段階であり，これが後述するように日本における「B型首長制」の成立と関わっている。

新進化主義人類学者は，生物・有機体進化との類比によって，有機体がその内的複雑性を増大さ

せる傾向に注目し，この複雑性を統合し再生産するための特定器官の分化，分化と統合の複雑化過

程に注目して，人類進化の図式を作った（サーヴィス 1971（松園訳 1979））。そこで国家直前に位置

する「首長制」には，特殊利害の対立を統合する新しい組織原理が出現している。首長・貴族集団

を擁し，それが政治・経済・社会・宗教活動を統合・調整する中心として機能するが，多数の共同

体を強固に統合するための法律体系・官僚制度・常備軍を欠く。経済的には生産の特殊化と生産物

の再分配が社会の活動の大部分を恒常的に特徴付ける。首長が共同体の土地所有を体現し，共同体

の生産と分配を統合する機能を果たし，首長の権力の経済的基盤は物資の再分配者としての役割に

ある。首長は人民から貢物や奉仕を受けるが，共同の祭りや事業の際に，集めた富を再分配するこ

とによって，権威を維持する。

他方で，首長制は氏族制社会が支配・従属関係を内包する段階に至った類型であり，支配・従属

関係が何らかの親族関係（「自然」の所与であれ人為的擬制であれ）により表現され媒介されており，

階層・地位制度が何らかの親族制度の脈絡の中に翻訳され，支配・従属の関係は，再編成された親

族・血縁関係の中に現れる傾向がある（中林 1969）。

なお，サウゾールの「分節国家＝ segmentary state」（川田 1976）は首長制に包摂でき，フリード

の「地位社会＝ rank society」（M.Fried 1967）も首長制と近い（増田 1969）。
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首長制にも多様な変異があるが，社会全体を血縁関係が覆っているか否かを基準にして 2大別す

るのが有効である（中林 1969，吉田孝 1983）。これは社会秩序の維持に対する血縁紐帯支配の後退の

見地からも有意義である。中林伸浩氏の分類を継承した吉田孝氏にならって A型・B型とする。

A型は，社会全体をクランやリネージが覆い，階層差（成員間の地位のヒエラルキー）や地位が親

族組織によって表現され，首長との系譜的距離と世襲の権威的役割に応じたランキングが発達して

いる。階層と地位が，網状の親族組織のうちに，それぞれの座位を持ち，首長はその特別の位置を

占めるから首長であるという住民の認識がある（中林 1969）。A型は通常の用語でのラメージや円錐

クランに当たる。ラメージはレイモンド・ファースが 1936年に定義し，
（10）

サーリンズが受容して普及

させたもので，ポール・キルヒホフの円錐クラン（conical clan）に相当する（石川 1978）。実例は，

東南アジアのラケール，カチン，ハカ・チン，黒タイ（以上中林 1969），ポリネシア首長国の一般モ

デル（M.D. Sahlins 1958）がある。

B型は，支配・従属関係がクランやリネージを直接には媒介せず，擬制的系譜が重視される。首長

が首長であるのは，土地の所有者・開拓者であり，征服者であるからという認識が先行し，血縁関係

は論理的にはむしろそのあとにくる（中林 1969）。クラン・リネージは首長層の物であって，首長・

人民間の支配・従属関係がクランやリネージを直接には媒介しない。首長と住民間，住民相互間に

系譜は辿れぬが，首長国が一つの親族集団で構成され首長がその中心に位置するような擬制を設定

する。実例は，東南アジアのセマ・ナガ，ルシャイ，ムオン（以上中林 1969），タヒチ（石川 1978）

などがある。

他方で，義江明子氏は，人類学で言う首長制概念の日本古代への適用に関する問題点を指摘する。

すなわち人類学の首長制は「部族社会＋階級社会」という社会の形態であり，出自と出生の順位に

よる序列化（支配・従属関係形成）の原理が，共同体首長と成員間，および首長相互間にも働くこと

によって，一個の首長国が成り立つもので，特に首長と成員間が（擬制を含む）血縁原理で組織され

ることが必須と見る。ところが日本の古代社会では，ウヂの組織によって血縁関係として表現され

るのは，首長層相互の政治的支配・従属関係のみであって，共同体成員の首長への人格的従属に基

づく支配・隷属関係は直接には血縁原理によらないから，人類学の首長制理論を日本の古代社会に

直接に適用することはできないとする（義江 1985）
（11）
。義江氏は，日本古代の共同体とウヂの関係を把

握するには，共同体成員と首長との関係と，首長層相互の関係とを概念的に明確に区別する必要が

（10）ファース自身は 1957年に，ラメージを非単系出自集団の意味に再定義してしまったので（石川 1978），
注意を要する。

（11）ただし，義江氏は群集墳の形成について，「氏の形成は，かつての地域的連合の盟主たる大首長相互
の関係としてはじまり，次第にその内部の小共同体の首長層をも，擬制を含む血縁の網の目の原理の
中に組み込んでいく」という角度から捉えるべきものと述べる（義江 1985）。しかし，群集墳は小共
同体の首長層というよりさらに下層の農民層のものである。とすれば，義江氏も首長と共同体成員と
の間に血縁擬制を認めることとなり首尾一貫していない。
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あるのに対し，吉田孝氏は，それをしないで首長制＝氏族制とし，その具体的組織形態としてウヂ

を考えているとして批判する。たしかに吉田氏が日本の古代社会に想定する「B型首長制」は，支

配・従属関係が血縁関係として表現されはするものの，「首長が首長であるのは，土地の開墾者・所

有者であり，征服者であるからという認識が先行し，血縁関係は論理的にはその後にくる」ものを

指しており，首長と被征服者・成員間の関係を問題としているようにも見えるが，支配・従属関係

の形成を「上位の共同体の首長と下位の共同体の首長との間」とも述べており，首長と成員間の関

係は含めていないようにも読める（吉田孝 1983）。後者であれば義江氏の捉えるウヂと吉田氏の「B

型首長制」に大差はなくなるとともに，吉田氏の「B型首長制」が人類学での首長制概念と齟齬が

あるということになる。しかし吉田氏は，首長制は一つの領域であり，その領域内の人民に対する

支配・従属関係が，氏族制の原理だけに基づくものかどうかを問題とし，ポリネシアの典型的首長

制では氏族制が原理になっているが，東南アジアの首長制の中には，クランやリネージが首長層の

もので，人民は氏族組織の中に組み込まれていない場合も多く，そうした首長制では，共同体の首

長の地位を支える論理は氏族制であっても，首長と共同体のメンバーが直接には氏族制によって結

び付けられていない場合も多いと指摘している（吉田孝 1985）。そうであれば，首長と成員間を血縁

原理で組織するかどうかを首長制概念のもっとも本質的部分とみなさなくてもよいのではないか。

私は，後述するように日本の 5～7世紀の社会を分析するうえで，このような「B型首長制」概念

が非常に有効だと考える。首長制は，明瞭な特殊利害の対立が存在し，それを統合する新しい組織原

理が出現している点で，部族社会から国家へ向けての社会進化の中でより進んだ様相を持つととも

に，依然として親族関係に基礎を置き階級分化が顕著でない点で国家と厳然と異なる面も持つ。そ

の点 B型首長制は，A型より国家に近づいた段階として設定できるだろう。その点で，鈴木靖民氏

の首長制論は A型しか含まず，しかも 6～8世紀をも A型首長制とするので無理が生じている（鈴

木 1993）。B型こそ重視されるべきであろう。なお首長制が持つ特徴の一つとして，構造的な脆弱

性・不安定性がイデオロギー的に補強される面があるが（中林 1969），これはタブーに囲まれた聖な

る首長としての卑弥呼の姿と通じるし，首長の権威の維持が周囲の強大な国家と「同盟」を結んで

いることに依存するという面は，魏の権威に依存した邪馬台国，南朝に朝貢した倭の五王の行動に

符合する。

日本の考古学者は，首長制を，特殊利害の対立を統合する新しい組織原理の出現や，生産の特殊

化に伴う生産物の再分配などの経済的機能の側面で重要視しており，親族組織的構成原理の面を特

に重視する文献史学者の受け入れ方とズレがあるが，これは親族組織に関心を抱く考古学者がきわ

めて少ないことと関係しているのだろう。

なお，田中琢氏は「族長の連合」という考え方を批判し，「族長は何に対して連合するのか」「な

ぜ連合するのか」と疑問を呈する（田中琢 1991）
（12）
。「族長の連合」とは用語が違うが，おそらく「部

族連合」（原 1984）ないし「部族同盟」（吉田晶 1973）概念に疑問を呈しているのであろう。主とし
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て文献史学者が用いる両概念は，国家直前の社会組織として『起源』が述べる「部族連合体」に相

当し長い学史を持つものであるが，日本での実情に即して，「それぞれの地域で支配権をもつ大首長

の連合」（吉田晶 1973）として定義され，それが隣接地域の首長層や同一地域の中小首長層との対立

をかかえながら，「同族的結合」を遂げることによって「共同体成員」に対する「階級的な支配の機

関」として機能するものとされている。吉田晶氏は「部族同盟」が 4世紀にすでに見られるとして

いるから，首長層のみが自らを支配者集団として組織した「政治組織にして族組織」としてのウヂ

（義江 1986），およびそれに先行するより実質的な族組織を包括するものとして受け取るべきであろ

う。そうであれば日本における首長制社会の政治組織を示す有効性は失っておらず，田中琢氏のよ

うに地域勢力の「連合」を一概に否定しなくてもよい。また田中琢氏は「首長権持ち回り制」論を批

判する。吉田晶氏は，部族同盟の大首長が「輪番的に就任」されるものとしており，首長の合議に

よる輪番を考えているようであるが（吉田晶 1973），あたかも輪番をしているかに見える状況の実態

が，5世紀前半以前に顕著な，首長権の継承が不安定で盟主墳が特定の首長墓系譜に固定していない

状況（田中良之 1995）の反映とすれば，
（13）

持ち回りを考える必要はなくなる。いずれにしても，首長

の連合にせよ首長権の移動にせよ，首長制の構造へ目を向ければ統一的に理解できることである。

（ iii） 擬制的同族関係の締結による支配・従属関係の形成

（ii）で扱った首長制と深い関係にあり，考古学界でも頻繁に用いるようになった概念に「擬制的

同族関係」がある。その問題点を考えよう。この概念は考古学界では近藤義郎氏の 1977年説（近藤

1977a・1977b・1983）以降に定着したが，そもそもは西嶋定生氏の「古墳と大和政権」（西嶋 1961），

石母田正氏の『日本の古代国家』（石母田 1971b）でのキーワードであり，白石太一郎氏が大群集墳

（12）ただし，田中琢氏も「私は，国家と称するものは五世紀からだと考えています。国家とは何かとい
う議論が出てきますが，少なくともその前は，せいぜいいわゆる首長連合だと思います。」と述べてい
るから（都出・田中編 1998），一貫してはいない。

（13）吉田孝氏は稲荷山古墳出土鉄剣銘文や『古事記』の氏族系譜に見られる始祖からの父系出自意識は，
天皇が天皇としての霊威を得るのは，先帝からでなく始祖天照大神からであるというような循環的・
神話的な時間意識と，始祖の霊威を継ぐためには始祖との血縁でつながっていることが必要であると
いう観念とから生じ，首長位の継承者は，始祖と血縁でつながっていさえすれば，前代の首長の直系
の子孫でなくてもかまわなかったとする。そして大王や族長の地位が傍系親族の間を移動するという
古代の氏族系譜の一般的性格は，父と子の関係を基本とする「イエの継承」の観念ではよく理解でき
ないが，始祖からの霊威の継承を本質と考えれば素直に理解できるとする（吉田孝 1988）。また義江
明子氏は，族長位継承は相当幅広い範囲の傍系継承であり，首長の持つ共同体統治に関わる何らかの
霊力の継承が，直接には血縁原理にはよっていないのに，あたかも血縁関係であるかのように機能し
たという観点から，古墳における首長霊継承儀礼や，古墳群の地域的消長をめぐって言われる勢力交
替論を捉え直す必要があると指摘する（義江 1985）。ただし吉田氏が，ウヂの人々の規範意識となっ
ていた「祖の名」を霊（タマ）と結び付ける点，「祖の名」に神話的な回帰観念と始祖からの直接的継
承を考える点に関して，熊谷公男氏の批判がある（熊谷 1989）。熊谷氏は，父子関係を機軸とする継
承を考えている。
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の消長の政治的性格の理解のために導入したのを早い例として（白石 1966），1972年以降に近藤氏

が西嶋氏の仮説の一部を積極的に受容し始めてから普及した（白石 1984・1999）。近年には，弥生後

期～庄内式期の大型墳丘墓や特殊器台・特殊壷などの分布圏形成の背後にある現象をこの概念を用

いて説明することが普通となった（岩崎 1990ほか）。

文献史学界では，国家形成期における集団や階層間の支配・被支配関係の成立を擬制的同族関係

の結成・締結として語るのがつとに盛んであるが，さまざまなニュアンスで用いられている。たと

えば石母田正氏の著作での使われ方を拾うと，4種の異なった用い方をしている。①天皇と各首長

との関係。諸豪族を世襲的王（皇室）に隷属させ族制的＝カースト的体制の中に位置付ける形式が，

氏族制的社会組織によって規定され，皇室と擬制的血縁的系譜関係に入る形をとったもの（石母田

1948）。②首長層相互の関係。首長層が在地を支配するために形成した階級的結合体の紐帯（石母田

1971b）。③首長と彼が支配する階層との関係。首長制内部に発生してくる新しい階層を在地の身分

秩序の中に位置付ける際にとる形式（石母田 1971b）。④特定首長と部との関係。部をヤマト王権に

対する奉仕と収奪のために世襲させ特殊身分として固定させるために，特定の豪族と擬制的同族関

係にあるものとして組織した（石母田 1962）。これは③と異なり首長主体に設定したものではなく，

中央の王権が強制的に組織したものである。

他の論者の使用法も見ておくと，上田正昭氏は，族長が階級支配を進め共同体の倉庫を屯倉に転

化するに際し，旧い氏族関係を擬制的「ウヂ」観念に拡大したと述べており（上田 1954），これは③

の用法に近い。門脇禎二氏は 1960年に，肥君を地域的支配者集団が相互に結んだ擬制的関係として

おり，②と同用法の早い例であろうか（門脇 1960）。西嶋定生氏は，地方首長にカバネを与えヤマト

政権の族制的秩序体制へ編入させるに際し，ヤマト政権の中核を構成する諸氏族と地方首長との間

に設定されたものとしており（西嶋 1961），天皇と地方首長との直接的関係ではないが，内容的に①

に近い。

①～④の用法を見ると「擬制的同族関係」概念は鵺（ぬえ。玉虫色と言ってもよい。）のようである

が，これらのうち③・④には問題がある。（ii）でも述べたように，義江明子氏は，日本の古代社会

では，ウヂの組織によって血縁関係として表現されるのは，首長層相互の政治的支配・従属関係の

みであって，共同体成員の首長への人格的従属に基づく支配・隷属関係は直接には血縁原理によら

ないので，日本古代の共同体とウヂの関係を把握するには，共同体成員と首長との関係と，首長層

相互の関係とを概念的に明確に区別する必要があると指摘する（義江 1985）。この観点からすれば，

③・④は擬制的同族関係に含めないほうがよい。考古学に大きな影響を与えた西嶋定生氏の用法は，

地方諸氏族と中央諸氏族との間で設定するもので①に近く，
（14）

在地首長の主体性を大きく評価する立

（14）西嶋氏は，後期の群集墳の発生を，首長以外の集団成員へのカバネ秩序の拡大と見ており，カバネ
への編入という点では前・中期の前方後円墳の造営と同原理なのであるが，群集墳については擬制的
同族関係の拡大とは言っておらず厳密に区別しておられるようである。
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場から出ている石母田正氏の②の用法とは異なるが，当面①および②を有効なものと見ておく。

先に日本の 5～7世紀の社会を分析するうえで「B型首長制」概念が非常に有効だと述べた。B型

首長制の形成原理は，実体的なものを含み擬制的なものばかりではないが，擬制的同族関係の締結

の重要性が増していることは否定できまい。このような概念を軸に国家形成期の集団や階層間の支

配・被支配の関係を説明すること，とりわけ血縁的紐帯の破壊ではなく，擬制的同族関係のあらた

な結成・締結として語ることは，氏族機関の破壊から国家形成を語る『起源』の国家形成論の大枠

からすれば，一見，大きな流れに逆行する特殊日本的現象のように見える。しかし実は，日本を含

めた東アジアにおける前国家段階の社会それ自体とそこにおける国家生成が有した特性に基づくの

であって，支配階層の政治的結集，政治的職掌分掌体制の形成のために採られた方法の合理的理解

のためである。

ただし，この概念の考古学者の用法には重大な問題がある。近藤義郎氏は，弥生時代の氏族的結

合はもとより，部族的結合の主軸をも血縁的同祖同族関係とする。さらに古墳時代初期におけるそ

の枠を超えた大和と各地との政治的関係の形成（前方後円墳の成立）を，すべて擬制的同族関係の締

結と見る（近藤 1983）。近年では弥生後期～庄内式期の大型墳丘墓（四隅突出型墳丘墓・方形台状墓な

ど）や特殊器台・特殊壷などの分布圏形成の背後にある現象をこの概念を用いて説明する論者が増

えている。しかし，擬制的同族関係の締結が主戦略となったとみなせるのは，支配者層における父

系出自観念の形成と首長位の継承の安定化（田中良之 1995）を背景として，複数有力集団が父系原

理を基本に結集してウヂを結成し，さらに統治機構の形成に向けて支配層相互の政治的関係が整理

されていく中でしかない。そのような動きは後述するように 5世紀後半から顕著になるのであって，

むやみに遡上させるのは誤りである。

壮大な虚構の体系としての同祖同族関係の神話的表現，政治的同族観念の投影としての壮大な同

祖系譜の体系が，義江明子氏の説のように 7世紀後半以後に成立した古代王権イデオロギーの産物

であるなら（義江 1986），それをもって 3世紀の諸現象を説明しようとする考古学者の企ては，それ

こそ記紀編者の陰謀にまんまと引っ掛かるようなものである。この概念は日本における B型首長制

の出現にからめて 5世紀以降について用いられるべきである。

ところで「擬制的」の問題であるが，その擬制が全く虚構なら単なる政治的連合関係と言えばよい

のであって，そうした同盟関係を支えた論理として，あえて擬制的同族関係と言うのであれば，その

形成メカニズムがあるはずである。父系原理を基本に結集し首長位の父系的継承を目指したウヂに

あっては，「娘の子供達」の取り込みによる「一代限りの母系制」（清水 1987），あるいは「娘の子供

達」からすれば女を介しての系譜の乗り換え（明石 1990），すなわち，父系系譜の連続の中の途中の

一世代において母方の氏族の系譜と連結させてつなぐといった操作を行うのであろう。ウヂ成立以

前のより双系的継承を行っていた段階では，系譜の操作はさらに容易であっただろう。ただし継承

が双系的であった場合，途中で系譜の乗換えをしてもそれは擬制ではなく実質的な同族関係となる
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から，その場合の擬制は全くの虚構となる。現在の特殊な職業の人たちによる義兄弟関係の如きも

のであろうが，そうなると単なる政治的連合との相違は，当人たちの主観しだいとなって，あえて

擬制的同族関係の語を用いるだけの根拠に乏しくなるから，5世紀前半以前に濫用すべきではない。

さて，日本と同様に国家形成期において集団や階層間の支配・被支配関係の成立を擬制的同族関

係の結成・締結によって果たす事例は海外にもあるのだろうか。ジョナサン・フリードマンは，ミャ

ンマーのカチン族を扱いつつ，国家的編成体に向かっての位階構造の漸次的な進化，生産関係の垂

直化を通じた部族構造からアジア的国家への直接的進化を明らかにしようとし，中国の商・周を同

類と見ているが（フリードマン 1975（山崎訳 1980）），これらの事例はA型首長制・円錐クランであっ

て，血縁関係は擬制とはされていない。首長・人民間の支配・従属関係がクランやリネージを直接

には媒介せずに擬制的系譜が重視される B型首長制を経過した国家形成があればふさわしいが，セ

マ・ナガ，ルシャイ，ムオン（以上中林 1969），タヒチ（石川 1978）など近現代の民俗誌事例はある

にしても，それらから国家形成を論じるわけにはいかず，中国あるいは周辺諸国での国家形成史を

そうした観点から論じた研究の探索は今後の課題としておく。

E 理論的諸問題

続いて，歴史の決定要因をめぐる経済決定論・二元的決定論・重層的決定論の検討，国家に先立

つ社会における親族関係の規定性・被規定性などを，『起源』を中心に据えつつ検討する。

（ i） 経済決定論の動揺と二元的決定論の登場

物質的生活の生産様式が社会的・政治的・精神的生活過程一般を制約する，という『経済学批判』

序文での命題を，単純・一元的な経済決定論とみなす解釈はマルクス，エンゲルスの生前にすでに

あり，マルクス自身が『資本論』で反論してはいるが，上部構造の諸要素の歴史への作用と経済と

の関係を具体的に論じたわけではなく，エンゲルスは 1870年代まで経済決定論を維持していた。

しかし 1880年代に入り「未開」社会の研究が進展するにつれ，彼らの見解は動揺するようになっ

た。1882年のマルクス宛書簡でエンゲルスは，農耕以前の社会の様相の決定には，血縁的紐帯の分

解程度，種族内共同体の分解程度が生産のあり方より決定的とする見解を示し，それが 1884年の

『起源』での考え方につながるとの評価がある（山崎 1980）。

『起源』初版序文においては，歴史における究極の規定要因として二種類の生産，すなわち生活手

段とそれに必要な道具の生産，および人間自身の生産を掲げ，社会的諸制度が労働の発展段階およ

び家族の発展段階によって制約されると述べた。これについては，「二元的決定論」「エンゲルスの

混乱」としてつとに議論のあるところであるが，20世紀に入り文化人類学が発展するとむしろ，親

族構造の重要性・決定力が認識されるようになったから，一概に「混乱」として片づけるわけには
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いかない。

親族関係の規定性に踏み込む前に，エンゲルス自身の考え方の『起源』以後の進展を見ておくと，

1890年代に入ると，上部構造のさまざまな契機が歴史的闘争の経過に影響を及ぼし，闘争の形態を

著しく規定することを認めつつも，あらゆる契機の相互作用の中で，最終審級においては経済的な

ものが決定的である（エンゲルス 1890（下村訳 1975））との見解に落ち着いた。ただし，その際にエ

ンゲルスが持ち出した「力の平行四辺形」モデルは歴史の諸契機を量的な差異でしか表現できてお

らず，経済的契機の最終審級における決定性を含意できず適切でないとの評価がある（山崎 1980）。

「最終審級における」決定をいかに説明すべきかについて，フリードマンは，生産力の発展レベル

が（社会的・政治的・精神的生活過程一般に対して）「最終審級において」決定的であるのは，それが生

産関係の可能な変異（現実に生じる生産関係よりもはるかに多様）に外的制限を課す（何が生じえない

かを決定する）からであり，負の因果性であり，何が生じるべきかを決定するのではないとした（フ

リードマン 1974（山崎訳 1980））。具体的には，封建制の生産関係のもとですでに発達していた技術

の中で資本制生産関係が設立され，封建制生産関係の内的矛盾と，封建制と資本制との外的矛盾と

が限界まで達して封建制が崩壊することによって，従属的であった資本制の要素が解き放たれて社

会的再生産過程を支配するようになるというドッブらの研究を引用している。この考え方に基づけ

ば，生産力の発展レベルが，そのもとで生じえる生産関係の可能性の限界を定めること，ひいては

出現しえる上部構造の可能性の限界を定めるという意味で規定的なのであって，一義的にいかなる

生産関係や上部構造が成立するかを特定はできないということになり，現実的な解決策と言えよう。

（ ii） 親族関係の規定性

では，「未開」社会において，はたして親族関係が主役を務めるのか。務めるとすれば経済による

決定との関係はどのようになるのだろうか。

この『起源』序文第二パラグラフにおける「家族の発展段階」による制約を，『経済学批判』序文

の論理に則って強引に言い換えれば，奇妙な文章となるが，以下のようになる。

（第二パラグラフ前半対応）人間は彼らの生活の社会的生産において，彼らの生物的生産力の一定の

発展段階に対応する親族関係（親族組織の発展段階）に入る。これらの親族諸関係の総体が人間社会

の生物的再生産構造を形成し，それを土台として，その上に社会諸制度が立つ。生命的生活の生産

様式が，社会諸制度を制約する。

（第二パラグラフ後半対応）社会の生物的生産力は，その発展のある段階で，それがそれまでその内

部で運動してきた既存の親族関係と矛盾するようになる。これらの親族関係は生物的生産諸力の発

展諸形態からその桎梏に一変する。人間社会の生物的再生産構造の変化とともに，社会諸制度全体

が，あるいは徐々に，あるいは急激に変革される。

そして「人間自身の生産」の場合における親族関係は，物の生産における生産関係に則って言い
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換えれば，人間の「生産手段」としての両性の帰属関係ということになり，その発展段階に照応す

る社会諸制度が成立しているということになる。

続いて労働の発展段階（生産関係）による社会諸制度の規定と，家族の発展段階（親族組織）によ

る社会諸制度の規定との関係についてエンゲルスがどう考えていたのか，『起源』の記述を検討して

みよう。『起源』序文第二パラグラフ前半（以下，序文前半とする）では，社会的諸制度が，「労働の発

展段階」とともに「家族の発展段階」によっても制約されるとしている。すなわち親族関係による

規定と物質的生活の生産様式による規定との関係は，序文前半では対等・二元論的表現となってい

る。ただし第二パラグラフ後半（以下，序文後半とする）では，労働が未発達で，生産物の量が制限

され，社会の富が制限されるほど，社会秩序は「血縁的紐帯」に支配されて現れるが，しだいに労働

の生産性が発展し，私有財産，貧富の差，他人の労働力の利用可能性など階級対立の基礎 新しい

社会的諸要素が発展してくると，血縁紐帯に基づく古い社会制度と新しい社会的諸要素との非両立

性から変革が引き起こされ，前者が破砕され，国家に総括される新しい社会が出現する，というよ

うに二元論的ではあるが対等ではなく，規定力の前者から後者への漸次的移行という論法を採る。

ところが第二章の記述では，序文の論理が貫徹してはいない。親族諸関係の場合，婚姻形態が女

性・男性の共有（集団婚）から私有（対偶婚・単婚）へと変化するにつれ，家族形態も血縁家族・プ

ナルア家族・対偶婚家族・単婚家族へと変化するとされる（もちろん現在では，集団婚の存在や血縁家

族・プナルア家族の存在は認められていないが，ここではエンゲルスの論理を扱う）。そして集団婚から対

偶婚への変化，プナルア家族・対偶婚家族の発生の契機については，血縁者・近親間の生殖の排除

範囲の拡大によって肉体的・精神的に強力な集団を生成することによる自然淘汰での優位化とされ

ている。つまり人間の生産力の上昇をもたらすような親族関係の転換であるが，その説明には，物

の生産の場合の，生産力と生産関係の矛盾の発生による生産関係の転換というような弁証法が用い

られず，自然淘汰の原理が用いられており，結果的にその集団が有利になったので生き残ったとい

う論法を採る。

しかし，対偶婚家族から単婚家族の出現に関しては，自然淘汰の原理ではなく「新しい社会的推

進力」の作用が必要であり，新たに登場した生業（家畜の馴致と畜群の飼育）が新たな富とその所有

諸関係（生産諸関係の法的表現としての）を生み出し，それが富の継承方式の転換を必要とし，婚姻形

態・家族形態の転換を引き起こす。つまり，単婚の起源は，「本源的な自然発生的な共同所有に対す

る私的所有の勝利」という経済的条件に基づくとされており，労働の発展段階によって家族の発展

段階が決まるという論法を採っており，生産諸関係のほうに，より主導的な位置を認めている。ま

た，その中間段階の家父長制家族や家父長制世帯共同体の出現も，土地の共同所有・共同耕作から，

土地の「終局的な配分」・個別耕作への流れ，男性への財の相続を可能にすべく母権制が転覆され単

婚が成立する流れの中に，位置付けられている。

つまり，『起源』序文では，社会的諸制度が，「労働の発展段階」とともに「家族の発展段階」に

70



pLATEX2ε: 04˙iwanaga : 2021/6/9(8:33)

よっても制約されるとしているが，『起源』本文第二章の論理では，当初が自然淘汰の原理による婚

姻形態の選択，対偶婚から単婚が発生する段階以降は，生産関係による規定を重視している。対偶

婚段階から単婚への移行期，すなわち未開から文明への移行期に，親族の規定的役割の決定的後退

を認め，それ以後は私有財の発生とその継承の必要性が親族関係を転換させていく側面を認めた。

集団婚・対偶婚段階では「家族の発展段階」が社会的諸制度を規定していると考えているように想

定されるが，この段階での社会諸制度については言及されておらず，実のところ確言はできない。

つまり親族関係による規定と物質的生活の生産様式による規定との関係は，序文前半では対等・

二元論的表現となっているが，本文第二章ではそうではなく，新たな生業の登場以前は自然淘汰の

原理によって婚姻形態が選択され，新たな生業の登場以後は新たな富とその所有諸関係（生産諸関係

の法的表現としての）が生み出され，その変化に引きずられる形で婚姻形態の変化が引き起こされた

と述べられており，生産諸関係に，より主導的な位置を認めていることが判明する。

このように，『起源』本文では序文前半の二元論的見解とは異なり，新しい生業の出現前後での原

理転換を主張しているのである。それ以前の段階，すなわち『起源』では集団婚・対偶婚の段階で

あり，今日では集団婚・対偶婚の存在は否定されているから，国家成立以前の段階（『起源』の用語

で未開上段以前）と言い換えられようが，この段階の社会がすべて自然淘汰の原理によって婚姻形態

が選択される社会，あるいは「家族の発展段階」（親族組織）のみによって社会諸制度が規定される

社会であるはずはない。ではどう考えるべきか。

①二元論ではなく，二重論とも言うべき考え方。ゴドリエは「原始社会」における親族の「多機能

性」，すなわち親族諸関係が政治諸関係として機能すると同時に生産諸関係として機能するゆえに，

上部構造でも下部構造でもあり，経済的なものの規定的役割が親族の支配的役割を通して表現され

るようになる（ゴドリエ 1966（花崎訳 1968））と主張したうえで，親族組織が社会内部で支配的な役割

を果たし，社会組織の全レベルを統合するには，親族組織が多面的な機能を持つだけでは十分では

なく，生産関係として機能し，集団や個人の生産条件や彼らの労働生産物に対する権利を規制する

ことが必要であり，親族組織は生産関係として機能するがゆえに，政治的・宗教的諸活動を調整し，

象徴的実践においてイデオロギー的図式として役に立つと主張した（ゴドリエ 1973a（山崎訳 1980））。

この考えは，親族関係が，集団構成員の性別や人的構成（メンバーシップ），集団指導者の地位の継

承方式を左右することによって社会のあり方を制約するのみならず，土地や生産用具へのアクセス

権，生産品の保有権，財の継承方式を左右する場合を念頭に置いている。ただしこれは，生産関係

が親族諸関係と離れては存在しえない段階には適用可能かつ妥当な考え方である。しかし，生産組

織が親族組織と重複しつつも，それと完全には一致しない段階に至れば，親族の果たす生産関係機

能ではカバーできない部分が出てくるわけであり，そうした社会にはゴドリエの論は適用できない。

②『起源』序文後半の考え方。エンゲルスは『起源』初版序文において社会秩序の原理の漸次的

転換について述べた。労働が未発達であるほど，社会秩序はより強く血縁的紐帯に支配されて現れ
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るが，その血縁的紐帯に基づく社会編成のもとで，労働の生産性が発展するにつれて新しい社会的

諸要素，すなわち私有財産と交換，富の差別，他人の労働の利用可能性，階級対立の基礎が発展し

てくる。そして血縁紐帯に基づく古い社会制度を新しい状態に適応させようとする努力が長く続く

が，両者の非両立性から完全な変革が惹起され，血縁関係に立脚する古い社会が，新しく発展して

くる社会的な諸階級と衝突して破砕される。それに替わって現れる国家に総括される新しい社会の

下部単位は，血縁団体ではなく地縁団体になっていると述べる。閾値を越えてはじめて上部構造の

変革，古い社会組織の破壊が生じるとの見方は『経済学批判』序文と同様である。①で述べたゴド

リエの論でカバーできない親族組織の生産関係機能の後退，および階級関係と非親族組織が卓越し

た社会への移行の論理として，いまだに妥当と言わざるを得ない。

ゴドリエも『起源』序文後半と同じ主張を行っている。すなわち，生産の新しい形態の出現が，居

住制，人口動態，性の相対的重要性を変容させ，新しい生産関係と権威形態を必要とするようにな

る。親族関係は，ある限界を越えると，この新しい社会諸条件に対応できなくなり，新しい機能を

担う新しい社会関係（年齢クラス，自由意志的・宗教的・政治的・経済的結社など）が，親族の外部に構

成されるようになる。親族関係は，この新しい社会関係や階級関係・生産関係と対立するようにな

り，しだいに支配的役割を担えなくなり，社会生活の全機能を統一することをやめ，ついには，新し

い社会関係が親族関係に代わって支配的な役割を演じるようになっていく。あらたな政治関係，中

央集権的な部族勢力が，いくつかの社会に出現し，はじめは親族を延命させ，親族から出たもので

ありながら，ついにこれと対立するようになる。このような『起源』序文後半と同じ主張を行いつ

つ，未開社会の進化の解明には古い社会構造の維持と両立しえない新しい機能が出現した理由の解

明が必要で，階級社会と国家への移行問題は，親族関係が支配的な役割を果たすことをやめ，社会

生活の全機能を統一することをやめる理由の解明に帰着するとし，新しい社会関係の中でも，職務

と社会的地位の世襲化がどのように出現するかが重要だと再三自問しながらも，具体的には答えて

いない（ゴドリエ 1973b（山内訳 1976））。

『起源』序文後半の考え方と『経済学批判』序文』で展開した生産関係の歴史的変化の弁証法との

関係はどうなるのであろうか。その差を明らかにするために，冗長になるが，『経済学批判』序文の

弁証法，それに倣った親族関係の変化の弁証法を述べておく。

物の生産の場合，エンゲルスが『経済学批判』序文で述べた人間社会の変化の弁証法の前段では，

社会の物質的生産諸力が，その発展の特定の段階で現存の生産諸関係と矛盾するようになると述べ

ているが，そもそも生産諸力は生産関係の発動によってしか存在しえないものであるから，生産諸

力と生産関係との間に矛盾が発生する状況としては次のように考えうる。単数あるいはいくつかの

生産諸関係が並存し，その時点での主流となる生産関係と対応する社会諸制度が構築されているの

が通常の状態であるが，ある時点において主流の生産関係 Aとは別の，より高い生産力を発生しえ

る新しい生産関係 Bが出現して発展し始めると，その生産関係 Bが，それまで主流だった生産関係
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Aおよびそれに照応する社会諸制度，当該社会に確立されている（生産関係の法的表現としての）所

有諸関係 Aおよびそれに照応する社会諸制度のもとでは発達できなくなり（齟齬をきたし），いずれ

はそれに取って代わるという状況の発生を意味すると解すべきであろう。そして生産関係の変化の

基本は生産手段の共有から私有への流れである。

これに倣って親族関係の歴史的変化の弁証法を述べれば，社会の生物的生産諸力が，その発展の

特定の段階で現存の親族諸関係と矛盾するようになる。そもそも生物的生産諸力は親族関係の発動

によってしか存在しえないものであるから，生物的生産諸力と親族関係との間に矛盾が発生する状

況としては，すなわち，ある時点において主流の親族関係 Aとは別の，より高い生産力を発生しえ

る親族関係 Bが出現して発展し始めると，その親族関係 Bが当該社会に確立されている（親族関係

の法的表現としての）婚姻規則 A・社会諸制度のもとでは発達できなくなり（齟齬をきたし），いずれ

はそれに取って代わるという状況の発生を意味すると解すべきであろう。

これらと比較すれば明らかなように，『起源』序文後半では，生産様式の弁証法ではなく，親族関

係固有の弁証法でもなく，親族関係主体から生産関係主体への変化の弁証法として展開しているの

である。変化の背景には，親族組織の枠を超える生産関係が組織されるようになったこと，また親

族組織に階級分裂によって亀裂が入って分解し始めたため，ゴドリエ流の親族の多機能性では，親

族組織を超えた生産組織には対応できなくなったことがある。生産力 生産関係間の矛盾が，直接

的には同時併存する生産関係・生産様式どうしの対立・矛盾として現象すると考えられるのなら，親

族組織的生産関係主体の社会の中に，階級分裂に基づく非親族組織的生産関係が出現し，しだいに

前者の機能不全と後者の優越，原理的に異なる両者の対立・矛盾が進行・激化し，最終的に前者が

破砕され，後者が主体となる過程と理解できる。

（ iii） 親族関係の被規定性

ゴドリエの親族「多機能性」論を批判して，アルチュセール理論の継承者 E・テレーは，重層的に

決定されている社会階級の本性の理解には，経済的土台，法的＝政治的上部構造，イデオロギー的

上部構造の決定を複合的に関与させ，社会の 3レベルの構造的因果性（不可視の構造による結果の決

定。3レベルの構造的決定が複合し，支配的要素は変異する。）を関与させねばならないというアルチュ

セールの説を，「未開」社会における親族にも適用可能とし，「重層的に決定され，決定間での支配

が移動するような複合状況として親族を把握すべき」と主張した（山崎 1980）。山崎カオルは，親族

関係が生産関係として機能することで上部構造に対する規定性を持つというゴドリエの主張（ゴド

リエ 1973a（山崎訳 1980））を，テレーの批判に対する回答とみなしている。テレー説とゴドリエ説

は親族組織をめぐる規定関係が全く逆の捉え方となっているが，安易な折衷との批判を恐れずに言

えば，どちらか一方のみが妥当というわけではなく，どちらの場合もありうるというのが実相であ

ろう。前項で述べたように，ゴドリエ説は，生産力が幼弱で生産関係が親族諸関係と離れては存在
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しにくい段階には妥当であろうが，生産組織が親族組織と一致しない段階に至れば，親族関係の生

産関係機能・規定力は衰弱し，逆に親族組織のあり方が他のレベルからの影響を受けて変動する場

合も出てくると考えられる。たとえば，5世紀後半の日本において，それまで双系ベースであった

親族関係が，倭の五王による中国南朝との交渉によって導入された中国的国家観・社会観・家父長

制イデオロギーが定着したことによって，父系化へと傾斜していくが（田中良之 1995），それは，父

系化の要因として一般的とされる軍事的緊張関係ではなく，中国を中心とする国際的支配体制の中

で相応の位置を占めるために，また倭国内で大王と首長間に政治的統属関係を築き安定的な支配体

制を構築するために，中国に倣った支配秩序を整備する政治的必要性，非支配者層に安定的な家族

構成・世代交代システムを定着させ軍事や徴税の基盤を作る必要性など，さまざまな要因が重層的

に作用した結果であったのが好例である。このような親族関係の決定・変動に作用する要因を具体

的歴史事象に即して解明する作業を継承していかねばなるまい。

補論

シンポジウムに際して大西広氏から以下の 3件の質問をいただいた。

①技術の社会への規定性を主張する史的唯物論としては農業の発生による変化が重要ではないか。

その趣旨からは農業発生から階級や国家の発生までにある程度時間がかかるにしても，その期間

はもっと短くなるのではないか。

②さらに史的唯物論は資本主義を含む階級社会がそれぞれの歴史段階で合理的なものだと主張して

いるという意味で，「国家」は「公共的機能」を必ず持つ。言い換えると，階級社会成立後に階級

的機能を持たない純粋な「公権力」というものは存在しないのではないか。

③中村哲や大西は 1945年以前の日本やドイツ，1991年以前のソ連，1978年以前の中国をもって

「国家資本主義」と定義する立場を採っており，これは「国家」自体が搾取者になりうるとの立場

である（貢納制的階級国家論に近い）。「国家的奴隷制」や「国家的農奴制」という枠組みもその立

場の延長にある。この趣旨から，階級はあっても抑圧権力としての国家がないというような状態

の存在が可能なのかどうかを聞きたい。そのような「搾取階級と被搾取階級との間の和解的関係」

とはどのようなものか。

これらの質問に，以下，手短に回答を試みたい。

①「農業発生から階級や国家の発生までの期間はもっと短くなるのではないか。」との質問について

我々考古学者・歴史学者にとって重要なのは事実関係がどうだったかで，それは必ずしも理論的

要請とは一致しない。現実の日本列島あるいは中国大陸，いや東アジアや東南アジアに限らない，

ヨーロッパの地中海沿岸，アルプス以北においても，農業の発生から階級や国家の発生までは長い

時間が経過している。日本で見れば，稲作農耕の西日本への広範な定着を弥生前期後半以降として

紀元前 4～3世紀以降，国家形成を早く見る場合で古墳時代開始期からなら後 3世紀，遅く見るなら
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後 7世紀以降となり，その間の時間は短くて 500年，長くて 900年となる。一部の学者が主張する

ように稲作の開始を前 1000年紀前半までくり上げるなら，国家形成までの時間はさらに長くなる。

では，国家形成を弥生前期までくり上げられるかというと，国家をどのように定義しても無理であ

る。考古学者の中には国家形成を弥生中期まではくり上げる人がいるが，その場合でも「共同体国

家」や「部族国家」などという破産的概念でも持ち出さない限り無理である。国家の定義について

は，それこそエンゲルスを参照すべきであろう。古典古代においても，エンゲルス『起源』を持ち出

すまでもなく，ギリシャでもローマでも農業の発生から，階級対立の発生，それが非和解的になり，

氏族制度の崩壊，国家機構の形成に至るまでは数百年が経過している。『経済学批判』序文の「一つ

の社会構成は，それが十分包容しうる生産諸力がすべて発展しきるまでは，けっして没落するもの

ではない。」，あるいは『起源』初版序文の「……労働の生産性はだんだんに発展し…（中略）…新し

い社会的諸要素が発展してくるが，これは幾世代ものあいだ，古い社会制度を新しい状況に適応さ

せようと努力しながらも，結局はこの両者の非両立性が完全な変革を惹起するのである。」とあるよ

うに，生産力の上昇がただちに新たな社会構成を生み出しはしない。新要素が閾値を超えるまでは

新システムが旧システムに代わることはない，と理解すべきである。

歴史的事実と理論が合わないなら理論のほうを変えるべきである。その点，マルクス，エンゲル

スは実は柔軟で，彼らの場合，歴史学者ではないので，他人の著作を読んで学習した結果ではある

が，初期ゲルマン人の共同体の認識に限って見れば，1852年の『諸形態』の「ゲルマン的形態」と

見た段階から，1868年にゲオルグ・ルートヴィッヒ・マウラーの著作を読んで原始的土地共有段階

の存在を考えるようになり，さらに 1881年には「ザスーリチあての手紙」に書いたような「農耕共

同体」の存在を考えるようになり，続いて，マクシム・コヴァレフスキーの著作を取り込んで『起

源』のような「世帯共同体」へと認識を改めている。社会の変革についても，いわゆる『経済学批

判』序文の公式にこだわってはおらず，現実の歴史過程に即して，『共産党宣言』『ルイ・ボナパル

トのブリュメール 18日』では『経済学批判』とは異なる認識を示しているし，1870年代のロシア

研究の中でナロードニキに接近し，公式そのものを引っ込めて，共同体的土地所有を破壊すること

なく，そこを新社会の基盤にする構想へと向かった，ように。ただしそのような考え方はレーニン

やスターリンによって封印されたが。

②「階級的機能を持たない純粋な「公権力」というものは存在しないのではないか。」との質問につ

いて。

「公共的機能」があるなら国家だ，というのは国家概念の拡張のし過ぎであり，無階級社会・社会

主義社会・共産主義社会の如き国家なき社会が理論上なくなってしまう。

「階級的機能を持たない純粋な公権力」の想定の可否については，想定したくなくても，公共的機

能や階級差が生じてはいるが国家以前という社会が現実にはあるので，我々歴史学者は，そこから
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理論を構築し直さないといけない。文化人類学や考古学における国家以前の部族社会や首長制社会

（公共的機能はあるが国家ではない）に関わる分厚い研究をご参照いただきたい。そのような社会をな

いことにしてしまう，ということはできない。

なお中村氏は，未開段階つまり氏族共同体が解体する以前における貢納制は，奴隷制に先行する

人類最初の搾取関係であるが，基本的関係は原始共同体である，と述べており，搾取関係が成立し

ていても国家以前という社会を認めている。『起源』第 5章には，アテナイにおいて，氏族制度の諸

機関が，新しい諸機関の割り込みで押しのけられ，武装した「公権力」が定着し，国家機関が確立

するまでの長いプロセスを描いている。

③中村哲氏の「国家的奴隷制」「国家的農奴制」概念および「貢納制的階級国家論」について。

中村氏の「国家的奴隷制」は，アジア的専制国家，allgemeine Sklaverei のことだと書かれてお

り，「専制君主と個々の小農民経営との関係」のことだが，個々の小農民経営は「ヴェ・イ・ザスー

リチへの手紙の回答の下書き」に言う「農耕共同体」のことだと言っている（中村 1977）。

『諸形態』にただ一か所だけ登場する allgemeine Sklavereiについては，①無階級社会説（原秀三

郎ほか），②奴隷制・農奴制に先立つ最初の階級社会説（塩沢君夫ほか），③奴隷制・農奴制に並行す

る第三範疇説などが対立するが，中村氏は『諸形態』の「全般的奴隷制」をアジア的共同体を基礎

とするものとして退け，「農耕共同体」を基礎とする「国家的奴隷制」を定義し，前近代アジアにお

ける最初の敵対的社会構成と位置付けた。

我々は，日本において「手紙」に言うような「農耕共同体」（家屋とその補完物たる屋敷地とが個別

に耕作者のものとなっている。考古学者が下手に「農業共同体」と言うとただの農業をする共同体になって

しまい，共同所有・共同労働のものまで含み弥生前期からあることになってしまうので要注意。）に近いも

のが，いつ頃出現するのかを実証的に探っている。それは 6世紀になってからしか出現しない。そ

してさらに共同体的土地所有が専制君主に集中されて国家的土地所有に転嫁するのは律令国家段階

にならないと無理である。

「国家的奴隷制」は，奴隷制の基本規定においては，奴隷制大経営や家父長制的奴隷制と共通して

いるが，差異は奴隷が小経営を行っていることであり，その点では「土地占有奴隷制」と同じく，「国

家的奴隷制」は土地占有奴隷制の一特殊形態であるという。土地占有奴隷制の実例としてスパルタ

のヘイロータイを挙げるのが妥当とは思えないが，班田農民が，隷農・国家的奴隷・奴隷・農奴の

いずれなのかという議論についてはここでは触れない。

中村氏はご自身の「前近代アジアの一般理論」は日本には妥当しない点が多いとしている。我々

日本の考古学者・歴史学者は日本にも妥当な理論を組み上げるべく努力している。仮に「国家的奴

隷制」的なものを日本で設定するとしても，それは 7世紀後半以降となるので，稲作農耕定着以来

7世紀に至る間の社会構成体をどのように規定するのか，まさにそういう問題を我々は日常的に検
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討している。農業が始まったら，間もなく「国家的奴隷制」＝国家が成立するなどということは絶

対にないということだけ，ここでは申し上げておこう。
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要旨: エンゲルスの国家形成理論には，『反デューリング論』と『家族・私有財産・国家の起源』の
2系列があり基本的な相違があるが，『起源』での考え方がより妥当と考える。エンゲルスは東アジ
アには言及しなかったが，日本での国家形成も，親族構造の変動と国家形成は密接に連動しており，
『起源』モデルで理解できる。理論的問題として，歴史の決定要因，国家に先立つ社会における親族
関係の規定性・被規定性の問題も検討した。
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